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老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給①
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本資料は作成時点での情報を基に、わかりやすさ優先するために簡
略化して作成しており、正確性を保証するものではございません。

詳細は弊所までお問い合わせください。

➢ 老齢基礎（厚生）年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることが
できます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。

※ 昭和27年4月1日以前生まれの方（または平成29年3月31日以前に老齢基礎（厚生）年金を受け取る権利が発生している
方）は、繰下げの上限年齢が70歳（権利が発生してから5年後）までとなります。

➢ 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。

➢ 特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達したときは速やかに請求してください。

老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給

➢ 繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額（振替加算額を除く）および老齢厚生年金の額（加給年金額を
除く）に下記の増額率を乗じることにより計算します。

➢ ただし、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務し
ていた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。

繰下げ加算額

増額率（最大84％※1） ＝ 0.7% × 65歳に達した月※2 から繰下げ申出月の前月までの月数※3

※1 昭和27年4月1日以前生まれの方（または平成29年3月31日以前に老齢基礎（厚生）年金を受け取る権利が発生してい
る方）は、繰下げの上限年齢が70歳（権利が発生してから5年後）までとなりますので、増額率は最大で42％となり
ます。

※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
 （例）4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。

※3 65歳以後に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの
   月数で計算します。

➢ 繰下げをする際は、以下の点にご注意ください。

１．加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。
また、繰下げ待機期間（年金を受け取っていない期間）中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。

２．65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月（75歳の誕生日の前日の属する月）を
過ぎて請求を行っても増額率は増えません。増額された年金は、75歳までさかのぼって決定され支払われます。
昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳に達した月までとなります。

３．日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金（退職共済年金）を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚
生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけません。

４．65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ
受給の申出ができません。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある
方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができます。

５．66歳に達した日以後の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権（配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合な
ど）を得た場合には、その時点で増額率が固定され、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。
このとき、増額された年金は、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができます。

６．厚生年金基金または企業年金連合会（基金等）から年金を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望する場合
は、基金等の年金もあわせて繰下げとなりますので、年金の支払元である基金等にご確認ください。

７．年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。

８．繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません。繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金
の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われま
す。ただし、請求した時点から５年以上前の年金は時効により受け取れなくなります。

繰下げの注意点
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